
精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの方々が安定して

働き続けるために、このたび労働局では、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達

障害に関して正しく理解いただき、職場における応援者（精神・発達障害者しごとサポー

ター）となっていただくための講座を開催します。

◆内 容 ： ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達
障害の特性」、｢共に働く上でのポイント」等について

◆メリット ： 精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な
配慮などを短時間で学ぶことができます。

◆講座時間 ： 90分程度（講義70分、質疑応答10分程度、休憩あり）を予定

◆受講対象 ： 企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。

◆開催日時（毎回講義内容は同じです）※開始30分前から受付を開始します

栃木労働局 職業安定部 職業対策課 TEL：028-610-3557

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座

＜ 障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ ＞

● 参加には、インターネット接続可能な端末（PC/スマホ/タブレット）が必要です。

● 会議アプリ「ZOOM」の利用には端末１台につき１つの（招待用）メールアドレスが必要です。

● 会議アプリ「ZOOM」の事前インストールが必要です（無料）

● セミナーの録音、録画、スクリーンショットの保存および公開を固く禁じます。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

Webセミナー（ZOOMウェビナー）を開催します！

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。
※ 受講後のアンケートに回答いただいた方に、「精神・発達障害者しご

とサポーターグッズ」を進呈予定です。

詳細やご不明な点は、下記のお問い合わせ先へ !!

ご注意

ください

令和３年度

① 9月21日（火） 14：00～15：30 ③ 11月11日（木） 14：00～15：30

② 9月24日（金） 14：00～15：30 ④ 11月12日（金） 14：00～15：30

参加申し込み方法（申し込み締め切り9月3日）

※お申し込みの際は、別添利用規約にご同意いただきます。
◆参加希望の場合、下記項目をメールに記載のうえ下記宛先へ参加申し込みをしてください。
メール宛先：tochigishougai@mhlw.go.jp（栃木労働局セミナー受講）
①事業所情報（事業所名、住所、担当者氏名、連絡先電話番号）
②参加者情報（参加者氏名、招待メール宛先用アドレス）
③参加希望日（第1希望日～第3希望日まで記入願います）
※参加者が複数いる（複数の端末で参加する）場合、人数分の②参加者情報を記載ください。
一つの画面を複数人で見る場合は、②参加者情報は代表者のみで結構です。

◆参加受付後、招待メール宛先用アドレスへ招待メールをお送りします。（開催10日前までに）
※tochigishougai@mhlw.go.jpからのメールが受信できるように設定をお願いします。

※ 各日定員がありますので、定員になり次第申し込みを締め切らせていただきます。


